
大 個 審 第 １ ８ 号   

（ 答 申 第 ２ ７ ３ 号 ） 

  平成２７年６月１７日 

 

大 阪 府 知 事  様 

 

                     大阪府個人情報保護審議会 

                      会 長 角松 生史 

 

 

個人情報の取扱いに関する意見について（答申）  

 

 平成２７年６月１５日付け企計第１０５９号で諮問のありました「福祉的配慮が必

要な府民に対する生活支援事業」（以下、「本件事業」という。）の実施に係る大阪府

個人情報保護条例（以下、「条例」という。）第８条第１項第９号に規定する目的外利

用及び提供の禁止に対する例外事項については、審議の結果、下記事項に留意して、

個人情報の保護に万全の措置を講じることを前提に、諮問の内容を適当なものと認め

ましたので、答申します。 

 

記 

 

１ 実施機関において、本件事業のために用いる個人情報の管理責任者を定め、個人

情報の漏えいの防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。 

 

２ 本件事業において個人情報を取り扱う職員については、必要最小限の人数とする

こと。 

   

３ 利用する個人情報については、本件事業の実施のための必要最小限のものに限定

すること。 

 

４ 本件事業の委託先に対しては、個人情報取扱責任者を定め、個人情報の漏えい、

滅失又は損傷の防止など、条例第１０条に基づく個人情報保護措置を求めること。 

 

５ 本件事業の委託先に対しては、本件事業の個人情報を取り扱う従事者の人数を必

要最小限とし、事前に従事者の届出を行うよう求めること。 

 

６ 委託契約書に基づき、再委託を承認する場合は、再委託先に対し、個人情報の取

扱いについて、委託先に求める内容と同様の個人情報保護措置を求めること。  

 

７ 委託先に対して、本件事業で知り得た個人情報について目的外に利用することが

ないように徹底し、事業終了後、速やかに廃棄又は消去するよう徹底させること。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

 角松生史、上田健介、江口文子、熊和子、熊本理抄、野田崇  


